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桜丘地区

まちづくり検討会

（第８回）

平成29年3月22日（水）

渋谷区 都市整備部 渋谷駅周辺整備課



(１)国道246号 渋谷駅周辺整備事業について

(２)桜丘地区のまちづくりの検討について

①昨年度までのふりかえり

②交通ネットワーク

③歩行者ネットワーク

④土地利用

本日のまちづくり検討会
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4※本計画は周辺開発との調整及び関係機関との協議により変更となる場合があります。
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平成２６年度 まちづくり検討会

○第１回(平成２６年１０月２０日)
土地利用と交通ネットワークの課題

○第２回(平成２７年１月２３日)

Ｂ地区とＣ地区の課題

○第３回(平成２７年２月２０日)

Ａ地区の課題

○第４回(平成２７年３月２０日)

まちづくりに関する意見の整理と
検討の方向性について（案）

平成26～27年度の意見交換のふりかえり
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平成２７年度 まちづくり検討会

平成26～27年度の意見交換のふりかえり

○第５回(平成２７年１２月９日)
平成２６年度のふりかえり

○第６回(平成２８年２月４日)

まちづくり検討の方向性（ワークショップ）

○第７回(平成２８年３月１１日)

第６回検討会のまとめ

来年度の進め方
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交通ネットワーク

歩行者ネットワーク

○道 路

Ａ地区、
Ｂ地区・Ｃ地区

○土地利用・将来像

検討の
進め方

（1）

検討の
進め方

（2）

平成26～27年度の意見交換の項目



｢交通ネットワーク｣
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平成26～27年度の意見交換の項目
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●交通ネットワークに関する「検討の進め方」

（1）補助第18号線の整備の進捗により、
段階的に交通規制の見直しを検討します。
＜段階整備の例＞

①桜丘口地区市街地再開発事業区域内

②｢(仮称)西郷馬車道通り｣まで

③「八幡通り」まで

④整備完了

（2）桜丘地区を含めた広域的な視点から、

交通規制を検討します。



○補助第18号線の整備段階に応じて交通規制の検討

①桜丘口地区市街地再開発事業区域内 ②｢(仮称)西郷馬車道通り｣まで

③「八幡通り」まで ④ 整備完了
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●交通ネットワークに関する「検討の進め方」

○交通ネットワークを考えるときの条件として、都市計
画道路整備や地区内でのまちづくり検討等との連携が
必要になります。
今後は、これらの動向に合わせて、地区内の交通ネッ
トワークの検討を進めていくことになります。

※主なまちづくりの動き

（1）補助第18号線の整備

（2）ウエスト地区でのまちづくり検討
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交通ネットワーク

歩行者ネットワーク

○道 路

Ａ地区、
Ｂ地区・Ｃ地区

○土地利用・将来像

検討の
進め方

（1）

検討の
進め方

（2）

平成26～27年度の意見交換の項目



｢歩行者ネットワーク｣
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平成26～27年度の意見交換の項目



歩行者ネットワークの考え方
歩行者ネットワーク（道路）

① 補助第１８号線

②（仮称）西郷馬車道通り

③ 南平台との町丁目境の通り

④ 国道２４６号

⑤ 元医師会館脇の通り

⑥（仮称）東西通り 西側

⑦ 区画道路１号

⑧（仮称）中央通り

⑨ １６番と１７番の間の通り

➉ １７番と１８番の間の通り

⑪（仮称）東西通り 東側

⑫ 補助第５０号線 さくら坂

⑬（仮称）大和田蛇崩れ通り

⑭ セルリアン敷地内の通路

⑮ さくら公園前の通り

10
11

12

13

15

14

３

２

５

１

６

７

８

９

４
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歩行者ネットワークの考え方

（１）歩行者ネットワークの検討

（２）歩行環境のあり方の検討

○補助第18号線の整備や交通ネットワーク
の検討、再開発の動向などと連携して、地
区内の歩行者ネットワークの整備を検討し
ていくことになります。



19

歩行者ネットワークの考え方

（１）再開発や建替え等にあわせた検討

（２）歩道の幅を確保する手法の検討

◆これまでまちづくり検討会でのご意見

○歩行者ネットワークの考え方としては、
安全な歩行者空間を確保することが大切で
す。
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歩行者空間を確保する事例

○建替えや開発等にあわせて実施する事例
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桜丘地区

＜インフォスの歩道＞

歩行者空間を確保する事例

○セルリアンタワー
の歩道状空地

○渋谷インフォスタワーの
歩道状空地
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歩行者空間を確保する事例

○渋谷区 桜丘口地区再開発
補助第１８号線、区画道路１号～３号、歩道状空地、
歩行者専用通路、広場、立体広場空間(アーバンコア)
など

資料：渋谷駅桜丘口地区市街地再開発組合提供
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歩行者空間を確保する事例

○渋谷区 神宮前1・2・3・4丁目地区

地区計画制度により、道路からの壁面後退の距離や
建築物の 高高さなどの一定のルールを定めること
で、歩行者空間を確保しています。
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歩行者空間を確保する事例

○渋谷区 神宮前1・2・3・4丁目地区
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歩行者空間を確保する事例

○渋谷区 渋谷駅東口地区
＜東京都住宅供給公社の建替え＞

（建替え前） （建替え後）
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歩行者空間を確保する事例

○横浜市 元町仲通り地区
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歩行者空間を確保する事例

○豊島区 東池袋4・5丁目地区

（建替え前） （建替え後）
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歩行者空間を確保する事例

○新宿区 若葉地区
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歩行者空間を確保する事例

○練馬区 練馬駅北口地区
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桜丘地区 さくら坂
○車道部分を狭くして、歩道部分を広くする。

＜さくら坂の歩道＞

歩行者空間を確保する事例



｢土地利用｣
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平成26～27年度の意見交換の項目
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鴬谷町南平台町

33

渋谷駅
Ａ地区
○用途地域 商業地域
○容積率 900％
○建ペイ率 80％
○高度地区 指定なし
○日影規制 指定なし

Ａ地区
○用途地域 商業地域
○容積率 500％
○建ペイ率 80％
○高度地区 指定なし
○日影規制 指定なし

Ａ地区
○用途地域 商業地域
○容積率 800％
○建ペイ率 80％
○高度地区 指定なし
○日影規制 指定なし

Ａ地区 用途地域 （渋谷区都市計画図・日影図から）
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鴬谷町南平台町

４ｍ未満

４ｍ～６ｍ

６ｍ～９ｍ

９ｍ～１２ｍ

１２ｍ～

34

渋谷駅
渋谷駅桜丘口
地区市街地再
開発事業区域

Ａ地区 道路幅員 （平成２３年度渋谷区土地利用現況調査から）
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○住居・商業・事務所が混
いる建物が多い。

○そのほか事務所ビルも見

35
35

鴬谷町南平台町

教育医療

専用商業

事務所

住商事混在

集合住宅

独立住宅

屋外利用地

未利用地等

渋谷駅

渋谷駅桜丘口
地区市街地再
開発事業区域

宿泊遊興

Ａ地区 建物用途 （平成２３年度渋谷区土地利用現況調査から）
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（再開発区域の建物を除く）

住商事混合
34%

事務所
23%

専用商業
18%

教育施設
12%

集合住宅
5%

宿泊施設
3%

その他
5%

Ａ地区 建物用途内訳（平成２３年度渋谷区土地利用現況調査から）
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鴬谷町南平台町

37

100～150㎡

150～200㎡

500㎡～

非建ペイ地
・公共用地

200～500㎡

0～ 50㎡

50～100㎡

渋谷駅 渋谷駅桜丘口
地区市街地再
開発事業区域
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Ａ地区 敷地規模 （平成２３年度渋谷区土地利用現況調査から）



Ａ地区 敷地規模内訳（平成２３年度渋谷区土地利用現況調査から）

50～100㎡
19%

100～150㎡
12%

150～200㎡
10%200～500㎡

34%

500㎡～
23%

～50㎡
2%

（再開発区域の敷地を除く）
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鴬谷町南平台町

昭和５６年以前に
建築された建物

昭和５６年以降に
建築された建物

39

渋谷駅 渋谷駅桜丘口
地区市街地再
開発事業区域

Ａ地区 建築年次 （平成２５年 登記簿謄本参照）
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（再開発区域の建物を除く）

Ａ地区 建築年次 （平成２５年 登記簿謄本参照）

昭和５６年以前
45%

昭和５６年以降
55%
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鴬谷町南平台町

41

Ｃ地区

Ｃ地区
○用途地域 第二種住居地域
○容積率 300％
○建ペイ率 60％
○高度地区 第三種高度
○日影規制 5時間-３時間

Ｂ地区

Ｂ地区

○用途地域 商業地域

○容積率 500％
○建ペイ率 80％
○高度地区 指定なし
○日影規制 指定なし

渋谷駅

Ｂ・Ｃ地区 用途地域 （渋谷区都市計画図・日影図から）
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鴬谷町南平台町

４ｍ未満

４ｍ～６ｍ

６ｍ～９ｍ

９ｍ～１２ｍ

１２ｍ～

42

Ｂ地区Ｃ地区

Ｂ・Ｃ地区 道路幅員（平成２３年度渋谷区土地利用現況調査から）
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○住居・商業・事務所が混
いる建物が多い。

○そのほか事務所ビルも見

43
43

鴬谷町南平台町

教育医療

専用商業

事務所

住商事混在

集合住宅

独立住宅

屋外利用地

未利用地等Ｂ地区Ｃ地区

Ｂ・Ｃ地区 建物用途（平成２３年度渋谷区土地利用現況調査から）



＜Ｃ地区＞＜Ｂ地区＞

44

Ｂ・Ｃ地区 建物用途内訳（平成２３年度渋谷区土地利用現況調査から）

住商事混合
55%

事務所
22%

独立住宅
10%

集合住宅
7%

その他
6%

住商事混合
50%

事務所
17%

独立住宅
8%

集合住宅
5%

その他
20%
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○200㎡～500㎡が多く、500㎡以上の大
地も多い。
○100㎡未満の小規模な敷地は一部分

鴬谷町南平台町

45

100～150㎡

150～200㎡

500㎡～

非建ペイ地
・公共用地

200～500㎡

0～ 50㎡

50～100㎡

Ｂ地区Ｃ地区

Ｂ・Ｃ地区 敷地規模（平成２３年度渋谷区土地利用現況調査から）
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Ｂ・Ｃ地区 敷地規模内訳（平成２３年度渋谷区土地利用現況調査から）

＜Ｃ地区＞＜Ｂ地区＞

50～100㎡
15%

100～150㎡
14%

150～200㎡
19%

200～500㎡
40%

500㎡～
12%

50～100㎡
5%

100～150㎡
17%

200～500㎡
[パーセン

テージ]

500㎡～
33%

～50㎡
2%



鴬谷町南平台町

平成25年登記簿謄本参照

昭和５６年以前に
建築された建物

昭和５６年以降に
建築された建物

47

Ｂ地区

＜Ｂ地区＞
○昭和56年以前と以後に建築された建物は、半々

街区内に、一定の割合で、昭和56年以前の建物が分布

Ｃ地区

＜Ｃ地区＞
○ 昭和56年以前の建物が約６割とやや多い

Ｂ・Ｃ地区 建築年次 （平成２５年 登記簿謄本参照）
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Ｂ・Ｃ地区 建築年次内訳 （平成２５年 登記簿謄本参照）

昭和５６年以前
50%

昭和５６年以降
50%

＜Ｃ地区＞＜Ｂ地区＞

昭和５６年以前
43%

昭和５６年以降
57%



参考：東京都マンション実態調査結果（平成２５年３月）

■旧耐震基準マンションの総数

マンション総数
うち旧耐震基準
マンション数

分譲マンション ５３，２１３棟 １１，８９２棟

賃貸マンション ７９，９７５棟 １２，８０２棟

合 計 １３３，１８８棟 ２４，６９４棟
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■渋谷区内の状況

旧耐震基準

全体数
７２～８１年建

築
７１年以前建築

分譲マンション ７８６棟(４) ５４３棟(４) ２４３棟(１)

２３区内での割合 ７．８％ ６．８％ １１．５％

賃貸マンション ５５４棟(８) ３７７棟(12) １７７棟(6)

２３区内での割合 ４．８％ ４．２％ ６．４％

合 計 １，３４０棟(4) ９２０棟(４) ４２０棟(１)

２３区内での割合 ６．２％ ５．５％ ８．６％

参考：東京都マンション実態調査結果（平成２５年３月）
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土地利用の考え方

○建築年数の経過した共同住宅の建替えや

更新に向けた手法の検討が必要
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